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令和６年度｢東京都環境影響評価審議会｣第一部会（第２回） 

日時：令和６年５月 14日（火）午後１時 30分～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

  

１ 環境影響評価書案に係る総括審議 

六本木五丁目西地区市街地再開発事業 

 

２ 環境影響評価書案に係る質疑及び審議 

多摩都市モノレール（上北台～箱根ケ崎）建設事業【１回目】 

 

【審議資料】 

資料１ 「六本木五丁目西地区市街地再開発事業」 

資料１－１ 「六本木五丁目西地区市街地再開発事業」環境影響評価書案 

第２回部会審議質疑応答 

資料１－２ 「六本木五丁目西地区市街地再開発事業」に係る環境影響評

価書案について（案） 

 

資料２ 「多摩都市モノレール（上北台～箱根ケ崎）建設事業」環境影響評価

書案に対する都民の意見書及び事業段階関係市町長の意見 
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＜出席者＞ 

会長    柳委員 

第一部会長 奥委員 

荒井委員 

玄委員 

高橋委員 

堤委員 

速水委員 

水本委員 

横田委員 

渡部委員 

      （10名） 

 

長谷川政策調整担当部長 

藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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「六本木五丁目西地区市街地再開発事業」環境影響評価書案 

第２回部会審議質疑応答 

 
項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

都民から意見がだされて事業者

の見解というのがあるが、大気汚

染については、都民の方は保育園

であるとか、道路を通行する人へ

の影響を懸念しているわけであ

る。見解としてはとおり一遍、はね

つけるような印象を受ける。この

事業に対して納得、理解、少なくと

も受け入れるというふうなことが

これでできるのかどうか、少し疑

問に思う。 

例えば、保育園のことを懸念さ

れているのであれば、その濃度は

これくらい上がるといったところ

まで踏み込んでよいのではないか

と思う。 

 

 

 

 

 

数値で出せと言っているのでは

なく、これでコミュニケーション

になっているのかという強い懸念

を感じた次第である。 

 

今回の予測評価の中では、地下駐

車場及び熱源施設の供用に関する

予測というところは、最大値プラス

計画地周辺で評価をする中で、環境

基準という一つの基準を下回って

いるところで評価している。 

一方で保全措置としても、駐車場

及び熱源施設の排気口や関連機械

設備が設置される下層階には商業

店舗等を計画するというような、に

ぎわいの創出に寄与するといった

配慮を見解書で書いていて。今言わ

れたこの意見の中で具体的にある

保育園でのポイントの数値、その数

値に関して計算上、平面的に一体で

計算を行っているので、提示するこ

とが可能であるが、どういった形で

示すことができるかは今後、検討さ

せてもらえればと思う。 

 

 

意見に対して直接会ってやり取

りとかしていないので、この表現だ

けがちょっと固くなっているとい

うところがある。そういった意見が

あったときには、話し合いできると

きにはしっかり対応したいと思う。 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

資料１-１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

２ 

供用後、または工事中において

重合的な影響は考慮されているの

が。 

例えば、供用後だと駐車場の排

気、関係車両の走行、排気塔の影響

があって、それぞれ評価はされて

いるようであるが、そういうのは

同時に起こる事象である。それに

ついての評価は行うのか、行って

いるのか。 

 

重合的な影響というところは見

ていない。あくまでも単独、熱源施

設であれば熱源施設、駐車場の供用

であれば駐車場の供用、あとは関連

車両、個別の数値をそれぞれ予測し

て、環境基準との比較を行ってい

る。 

重合的影響については、言われる

とおり実現象としては、もう起こり

得る可能性はあるとは思うが、現

状、いま話した予測している各項目

の予測の数値、寄与率を含め十分小

さい値となっているので、仮に同時

に影響が発生したとしても、重合す

ることで大きな影響が出るという

ところはないと想定はしている。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

総括審

議事項

へ 

では、その旨を記載すべきでは

ないか。 

 

 

記載の方法に関しては、少し検討

をさせてもらえればと思う。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

３ 

例えば評価書のＰ７－５１の表

の下に注１）として、工事の施行中

の将来濃度＝バックグラウンド濃

度＋建設機械の稼働に伴う寄与濃

度となっている。このバックグラ

ウンド濃度は、一般局の麻布局に

なっている。 

走行車両の評価をするときは、

そのバックグラウンド濃度＋将来

の交通量＋関係車両の排ガス、こ

の三つを考慮して評価しているの

であるが、今ここに出ている建設

機械や排気塔に関しては、一般局

のバックグラウンド濃度＋そのも

のからの寄与しか考慮していな

い。すなわち評価地点、事業区域東

側敷地境界とあるが、これは沿道

だが、沿道にもかかわらず将来の

交通量の寄与分を足していない。

先ほど言ったとおり、重合影響を

考慮しないと見落としがあるでは

ないかと。 

もし、ここでバックグラウンド

を使うとすれば、沿道局のバック

グラウンド濃度を使うほうがまだ

ふさわしい、そういった齟齬があ

ると思うので、統一的に評価書を

書くのであれば重合影響について

評価すべきだと思う。 

重合影響に関しては、言われると

おりあくまでも今回は計画地を一

般的な環境と捉えて、車の影響につ

いてはその一般的な環境に将来の

交通量と、土地利用に伴い発生する

交通量というのをオンしていくと

いうようなやり方をとっている。 

一方、熱源施設、駐車場の部分に

関しては、計画地を一般的な地域と

捉えてその一般的な地域にさらに

熱源や地下駐車場が供用すること

による影響を付加しているという

ような予測をとっている。なので、

熱源施設が稼働している最中に脇

を走っている一般車の将来的な基

礎交通量の影響は勘案していない。 

熱源施設を評価するにあたって、

どういったところの影響を重合的

に見ていく必要があるのかという

ことに関しては、今後の評価書の協

議を含めて、また検討させてもらえ

ればと思う。 

3/26 

部会で

回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

４ 

Ｐ７－４５及びＰ７－４９、そ

れぞれの表の中で、排気口の高さ

が T.P.＋（プラス）という形で書

かれているが、T.P.というのは東

京湾の水面高さでよいか。 

このあたりの標高を考えると、

実際の排気口高さは地面からどれ

ぐらいになるのか。 

この地区は、非常に高低差が多く

ある場所柄で、一番高いところで、

六本木交差点辺りで T.P.30ｍぐら

いが道路レベルになっている。一番

低いところで、地区の一番南側、鳥

居坂が地区の東側を通っているが、

その東側の鳥居坂の坂下のところ

で T.P.11ｍぐらいの高さになって

いる。 

4/23 

部会に

て回答 

 

総括審

議事項

へ 

例えば、Ａ１街区のＮｏ．１－２

の駐車場排気の T.P.＋34.8とか、

Ａ１街区の熱源施設の T.P.＋78.5

というのは、地面からだとどれぐ

らいの高さになるか。 

正確な地面の高さは今資料とし

て持ち合わせていないが、恐らく、

前面の道路が T.P.27、28ｍぐらいに

なると思う。なので、地面からだと

7、8ｍぐらいの高さになるのではな

いかと思う。 

あと排気口の高さが T.P.78.5ｍ

になっているので、ここは 50ｍぐら

いになると思う。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

４
（
続
き
） 

そうすると、排気速度もそれほ

ど大きくないということで、特に

駐車場排気のところが地面から 7、

8ｍということは、保育園の建物の

高さと同じぐらいになってしまっ

て、こうなると建物影響によるダ

ウンウォッシュが起こりかねない

のではないかと思う。 

また、Ａ１街区の熱源施設につ

いても、３つ全部足し合わせて１

つの煙突であるとすると、排出量

はかなりの規模になり、ごみ処理

場よりもちょっと多いか、火力発

電所に較べると少ないが。都心の

真ん中でこの規模の排出量がある

と、短期高濃度のほうにも目を向

ける必要があるのではないかと思

う。 

技術資料を確認したが、長期の

ほうはやるというのは原則であ

る。ただ、高濃度汚染の発生が予想

される場合は、必要に応じて短期

平均値についても予測ということ

が書かれているので、必要性を検

討してほしい。 

熱源施設の容量、スペックに関し

ては、前回の審議会、都民、公述人

の方からの意見を踏まえながら、容

量の低減を含めて追加の検討をし

ている。 

また、排気の向きになるが、道路

上に最大着地が出ている理由とし

ては、今回、駐車場の出入口を活用

しながら排気していこうと考えて

いて、横に吹かせるような形になっ

ている。今ここを上向きに、上空に

一回上げてそこから拡散させるよ

うな検討もしている。7、8ｍのとこ

ろから、さらに突出予測、１桁台の

メーターぐらい上空に吹かせて、そ

こから周辺に拡散されていくよう

な計算の方法になってくると思う

ので、そのあたりも含めて保全の措

置として追加の検討をしている。 

もう１点、短期濃度の件について

は、東京都の中では、原則長期濃度

ということでやっているケースが

多いと思う。 

短期濃度は、技術的には、例えば、

大気安定度いくつ風速いくつ、と特

定の条件を与えることで計算は可

能だと思う。ただ、懸念事項として

は、熱源施設で二酸化窒素を予測し

ているが、そちらについて環境基準

というものが具体的に設けられて

いないとの認識なので、そういった

予測したものに対する評価をどう

するかといったような課題もある

かと思う。 

そのあたりを含めて、計算の手

法、また、どう評価するかというと

ころも、今後、東京都も交えながら

検討していければと思う。 

 

 

4/23 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

４
（
続
き
） 

検討されて、その結論について

は、予測することになった場合も、

その結果も含めて、評価書のほう

には書くということでよいか。 

そのとおり。「高濃度の想定がさ

れる場合は」というような技術指針

上の書きぶりになっているかと思

う。 

熱源施設は、現状、年平均値で寄

与率が小さいところがあるので、数

字を見ながら、また東京都と相談し

ながら、評価書への記載の可否を含

めて打合せしたいと思う。 

 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

判定基準があるので、暫定的に

だが。それを適用して、まず必要性

を検討してほしい。 

まずは、値を押さえるところから

話が行って、判定基準にかかるか否

かも含めて判断していければと思

う。 

 

 

大
気
汚
染 

５ 

先ほど T.P.のところで質問した

が、煙源の高さというのは計算条

件に必須なので、評価書のほうに

必ず記載するように。 

 

承知した。 4/23 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

１ 

Ｐ７－１０６の表７．２－２３

について、建設機械の稼働による

騒音が勧告基準ぎりぎりか、また

はかなり近い値になると想定され

ており、適切な対応措置が必要と

思われる。 

「７．２．３ 環境保全のための

措置」に記載されている措置を徹

底するとともに、必要に応じてそ

の他の措置も検討するように。 

建設機械の稼働による騒音に関

しては、工事期間中は、騒音規制法、

振動規制法及び都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例等の

基準を遵守した上で、建設機械の集

中稼働を行わないよう、工事工程の

平準化及び建設機械の効率的稼働

に努めるほか、建設機械のアイドリ

ングストップの厳守、定期的な点検

整備による故障や異常の早期発見、

工事中の騒音発生に対し、必要に応

じて、騒音発生箇所付近への防音パ

ネル設置等の防音対策を講じ、事業

区域周辺の住民及び関係者への影

響が極力小さくなるように努める。 

また、必要に応じてその他の追加

措置に関しても検討する。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

総括審

議事項

へ 

２ 

Ｐ７－１０７の表７．２－２５

について、工事用車両による騒音

の予測値が地点Ｎｏ．３、鳥居坂通

りで環境基準値を超えている。現

況値でも基準値を超えており、か

つ工事用車両による増加分は僅か

なもので、事業者の責任に帰すも

のではないが、周辺には教育福祉

施設もあるため、対応が必要であ

る。 

鳥居坂通りの走行量をできるだ

け増やさない計画を検討するとと

もに、適切な騒音対策措置を実施

するように。 

工事用車両についての騒音に関

しては、意見を踏まえ、鳥居坂通り

の走行量をできるだけ増やさない

ような工事用車両計画の運行計画

を検討する。 

また、本事業に伴い発生する工事

用車両については、工事工程の平準

化による一時的な集中の回避、不要

なアイドリング防止の徹底、工事用

車両の出入口には交通整理員を配

置して通行人の安全の確保に努め

るとともに、事業区域周辺における

他の大規模開発について、周辺の各

開発事業者様と情報共有の上、工事

用車両の走行台数を調整する等の

検討を行うことにより、環境への影

響の低減に努める。 

 

3/26 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

３ 

Ｐ７－３１の図７．１－１３

（２）について、工事完了後の関係

車両による騒音については、条例

に基づき予測評価は不要とされて

いる。 

しかし、平日の発生集中交通量

が１日当たり 21,400 台とかなり

の交通量増加が見込まれている。

事業区域を取り囲む鳥居坂通り、

芋洗坂通りが、それほど広くない

ことも考え合わせ、自主的に説明

するべきではないか。 

図７．１－１３（２）によれば、

鳥坂通りは関係車両の主な走行

ルートとしては想定されていない

が、ある程度の交通量増加は見込

まれると思う。 

この事業において、特に芋洗坂通

りについては現況の幅員が約 11ｍ

の区道になっている。こちらを 17

ｍ、一部 18ｍに拡幅する。また、鳥

坂通りについては、現況約 10ｍの区

道になるが、北側、六本木五丁目交

差点に近い部分では 14ｍ、南側区間

については、国際文化会館の石垣部

分を除いて 12ｍに拡幅して道路空

間の環境整備を図る計画としてい

る。 

供用後の予測については、環境影

響評価手続とは別に、都市再生特別

地区の都市計画手続の調整を進め

るに当たり実施している。 

Ｐ７－３１の図の鳥居坂北側の

Ｎｏ．３のところの騒音について

は、現況の昼間で 64ｄＢ、夜間で 61

ｄＢというものに対して、工事完了

後も昼間 64ｄＢ、夜間 61ｄＢと予

測されている。関連車両による周辺

環境への影響は少ないと考えてい

る。 

また鳥居坂通りについては、原

則、関連車両を通過させないよう既

存の施設、具体的には教会と学校、

あと国際文化会館、これら以外に新

たに駐車場の入口は設置しない計

画としている。 

環状３号線方面からの関連車両

については、接道を含む信号処理に

よって地区内車両へ進入できる

ルートを確保することで、鳥居坂へ

の交通が生じないように計画して

いる。 

また、鳥居坂通りに関して、北側

に面するＡ－１街区、こちらに六本

木五丁目交差点へ通行する駐車場

出口を１か所設置する。こちらの駐

車場の出口については歩行者の安

全を確保するための措置を講じて

いきたいと考えている。 

これらの自動車交通影響検証に

おけるルート設定については、東京

都の都市基盤部あるいは警視庁と

協議をした上で設定しているもの

である。 

3/26 

部会に

て回答 

 



11 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

４ 

Ｐ７－１０６の表７．２－２３

について、建設機械の稼働による

騒音が最大騒音レベル 85ｄＢで、

これは勧告基準値と同じ値である

が、この場合も勧告基準を満足す

ると言ってしまっていいのか。 

 

 

同値の場合は、基準値を満足する

といったような評価の方法となっ

ている。 

3/26 

部会に

て回答 

 

５ 

項目「風環境 ３」に、大型の

クーリングタワーを設置しその防

音壁をつくる予定であるとの回答

がある。 

空調機械で大型となると、一般

論としては低周波音がかなり出て

くる可能性がある。 

ここで計画されている防音壁が

ルーバー状ということなら、隙間

があるタイプだと思うので、低周

波音が外に出てくる可能性がある

が、今回の評価書案では低周波音

は評価の対象とはしていない。事

業者としては、低周波音は出てく

るにしても、評価の対象にするほ

どではないという考えなのか。 

 

 

低周波音については、今回の環境

影響評価の中では項目としては選

定していない。 

クーリングタワーのところの防

音壁の設計面、形状、ルーバーとい

う話も出たが、そこを考慮した上で

の低周波音が、どの程度外部まで影

響が生じるかというところに関し

ては、実際、確認が取れていない。 

そういったところ、形状面も含め

て確認しながら、万一低周波音の影

響が周辺環境に生じるのであれば、

そのあたりも含めて内部で調整し

ていきたい。 

4/23 

部会に

て回答 

 

  



12 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

日
影 １ 

これは高層ビルであるので、周

辺への日影影響は大きいと考えて

いる。 

Ｐ７－１１０を見ると、日影を

調査している地点に関しては、こ

こに書いてあるＮｏ．１からＮｏ．

６の点である。Ｐ７－１２２を見

ると、計画地の北側のほうに日影

の影響が集中しているが、その中

に調査地点がＮｏ．３以外はない

ので、こういうところを避けて評

価しているではないかと思ってし

まう。 

 Ｎｏ．１からＮｏ．６はいいとは

思うが、今の北側のところでもう

一つ選んで調査する必要があるの

ではと思う。特にＰ７－２５を見

ると、計画地の北側にＮｏ．１６が

あって区立児童遊園があるわけ

で、これがぎりぎり日影の影響を

大きく受けてしまうような範囲に

入っているので、そういったとこ

ろを評価に含んでいく必要がある

ではないか。 

 

 

Ｐ７－１１０の調査地点に関し

ては、天空写真を用いた日影の時刻

別の結果の太陽軌道を写真に落と

し込むような形で予測している。 

一方で、Ｐ７－１２２に関して

は、等時間の日影の線を予測したも

のになっていて、このＰ７－１２２

に関しては、どこかのポイントを

絞ってということではなく、この計

画地全体を対象として、この平面的

な日影のラインを予測したという

ものになっている。なので、予測し

ている項目が少し異なっていて、先

ほどの点で示している部分に関し

ては、不特定多数であったり、周辺

の住民の方が利用される施設にお

ける太陽の、要はどれだけ日影がか

かってしまうかという周辺の施設

における影響の評価で、こちらで示

しているのが、平面的に太陽のこの

等時間のラインを示して日影の規

制の区域にかかるかどうかという

評価、二つの予測を行っているとい

うような位置づけになる。 

 北側を、どこかの特定の地点に

絞って、この等時間日影線を書いて

いるわけではなく、等時間日影線に

関しては計画地周辺全体を対象と

して予測をしているところになっ

ていて、その結果がこの北側のライ

ンということである。 

 

3/26 

部会に

て回答 

 



13 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

日
影 ２ 

日影というのは太陽高度によっ

て変わるものなので、天空写真に

よる評価、そして冬至日における

水平的な分布の評価、その両方

どっちとも必要である。 

 言いたいのは、この二つの結果

があるので、特にある場所を特定

して調査する際には日影影響を大

きく受けてしまうような場所も、

ピックアップして評価するべきで

はないかということである。 

Ｐ７－２５の図で示しているＮ

ｏ．１６は児童遊園で、ちょうどこ

れが計画地の北側に位置してい

た。Ｐ７－１２２の水平の日影分

布図から見ても、日影時間がもし

かしたら基準を超えてしまうよう

な範囲に入っているので、これは

特別にピックアップして評価をす

る必要があるのではということで

ある。 

 

今回、ある程度、天空写真の撮影

地点に関しては東西南北バランス

を見ながら配置したということで、

特別北側を重点的にという置き方

はしていないので、今言われたＮ

ｏ．１６の児童遊園も、そういった

日影に配慮すべき施設としては考

えられると思う。 

 基本的に北側のＮｏ．３の地点と

近い結果にはなるとは思うが、こち

らに関してもどういった評価の仕

方があるかというのは検討したい

と思う。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

Ｎｏ．１６の児童遊園は、もしか

したらＰ７－１２２で緑色に塗っ

てある範囲の中に入ってきて、規

制がもっと厳しくなるかもしれな

い。今の地図ではその中に入るか

入らないか判断できないので、具

体的に現地調査を行って、これが

もしここに書いてある緑色の範囲

に含まれるようであれば、日影に

関する規制が厳しくなるので、そ

れはしっかりと確かめる必要があ

ると思う。 

 

 

Ｎｏ．１６はあくまでも代表点を

“点”で落としているだけである。

児童遊園自体は点ではなくエリア

で示される可能性があるので、正確

な位置に関しては確認をさせてほ

しい。いずれにせよ、この緑色のエ

リアには今回、水色のラインはかか

らないというところが規制の評価

の指標になっているので、そちらは

確認をしているが、この児童遊園へ

の影響というところは重点的に確

認をする。提示の仕方を含めて検討

する。 

 

これは児童施設で、子供への配

慮なので、それは考えてほしいと

思う。 

今、規制がない地域であっても、

児童施設なので、実質、子供が外で

遊べる場所がなくなることになっ

てしまう。そういったところの配

慮をしっかりしてほしい。 

 

Ｐ７－１１４の図に先ほど伝え

たような平面的な位置を示してい

て、今比較したところ、先ほどの緑

色のエリアにはかかっていないか

と思う。ぎりぎりのところではある

と思う。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

日
影 ３ 

今この六本木周辺には既に高層

ビルがたくさん建てられている。

今回の評価は、現在のこの敷地に

高層建物を建てたときにその建物

による影響を評価しているもの

で、周辺には著しい影響は及ぼさ

ないという結果になったとして

も、周辺の住民たちは様々な建物

が建っていることによって、ある

時間はこの建物、ある時間は別の

建物と、重ねて影響を受けている

ところである。 

 なので、住民への説明会では、今

回の建物が建つことによって、ど

れぐらいの日影時間が長くなるか

ということをしっかりと説明して

ほしい。 

見解書から見ても、そういった

自分の家に影が掛けてしまって日

照時間が足りないからという意見

もあるわけである。説明するとき

にはより丁寧に対応してほしい。 

 

 

今回、日影の規制区域との比較を

する上では、今回の事業独自の単独

の影響というところを見て、先ほど

の規制区域との評価を行っている

が、今言われるとおり、複合影響と

いう周辺の建物との影響は当然、生

じる部分はあると思う。 

Ｐ７－１１４の図のＮｏ．３４の

児童遊園等に関して、そもそも現況

として、どの程度、日影が発生して

いるのかとか、既に日影にかかって

しまっている可能性もあるかもし

れないので、その辺りは現況も含め

て確認していければと思う。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

風
環
境 

１ 

風環境については、建設後、対策

した後は一応領域ＡとＢの基準を

満たしている範囲内に抑えられて

いるということであったが、これ

は確率的な評価であって、ある数

値を基準にして評価するものであ

る。基準ギリギリまでに抑えて、そ

れでＢになっている評価地点もあ

るわけで、そこで風が吹いた場合、

もしかしたらＢからＣに変わって

いる可能性もある。 

なので、住民に説明するときに

は、風というのは確率的な方法で

評価するものであって、「100％、あ

る地域において何メーター以上の

風は吹かない」ということではな

いのだという点をしっかりと伝え

てほしい。 

 

 

 

評価の指標というか、ランク付け
の方法に関しては、今回、風工学研
究所が提案されている領域を四つ
に分けるランク付けを行っている。 
話のとおり、どうしてもランクの

境界の風速が出てくるというか、ぎ

りぎりＡなのか、ぎりぎりＢなのか

というところは必ず存在してくる。

その辺りに関しては、アセスの事後

調査に加えて、港区のビル風対策要

綱というもので生育状況も含めて

確認をしていくことになっている

ので、東京都及び港区との手続を踏

まえながら、しっかりとここで示し

ているようなランク及び防風の高

さが確保できるよう確認等し、それ

を実施していくことを考えている。 

3/26 

部会に

て回答 

 

総括審

議事項

へ 

風
環
境 

２ 

完成した後は、１年程度の事後

評価で１年間にわたって風環境調

査を行うと思う。そのときに例え

ば、今の評価と違ってもし風環境

が悪化している場所があるようで

あればしっかりと対応してほし

い。 

事後調査を行っている場合で

も、例えば基準を満たしていない

場所が出てしまったら、その時で

もしっかりと措置をしてほしい。 

 

 

事後の部分に関しては、港区から

今回の見解書の中でもしっかり追

加対策を必要に応じて行うように

という意見があったので、そちらに

関しては必要に応じて追加対策を

検討していく。 

3/26 

部会に

て回答 

 

Ｐ７－１６３の図で表示すると

きに地表レベルと、それと段差の

上の高いところの位置が分かるよ

うにして表示してもらいたい。 

 

段差の件は、言われるとおり人工

地盤上の部分なのか、道路上なのか

で 1.5ｍの場所が変わってくるとい

う話だと思うので、この場では回答

できないが、区別ができるように表

現を改めたいと思う。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

風
環
境 

３ 

防風対策としてＰ７－１６３に

防風壁と緑化の模型が掲載されて

いて、これで開発地の人工地盤の

形状が見て取れるのであるが、鳥

居坂と外苑東通りの角の立ち上

がっている壁、これ地形的には、特

段この立ち上がらせるような、す

りつけるような環境ではないと思

うが、この壁は何なのか。どういう

使われ方をするような施設になる

のか。 

 

 

 

 

Ｐ７－１６３の左下の３番の写

真にある大きな壁、この屏風状に

立っている壁の目的は、中にこのビ

ルの空調機械、クーリングタワーと

言うが、かなり大型な機械が入って

いて、これがフル回転で稼働したと

きに音を発するので、防音壁として

の役割も含め、この壁が立ってい

て、防風と防音のために計画してい

る。 

ただ、今後、実施設計を進めてい

く中で、景観に適したデザインを検

討していく。 

ルーバー状で、通気性のあるよう

な壁になってくると思う。高さは今

のところ、この屋上から高さ 20ｍか

ら 25ｍぐらいの高さで、地上から 12

～13ｍプラス 20ｍ～25ｍといった

高さになる。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

風
環
境 

４ 

緑がきちんと防風機能を果たす

のか。恐らく防風壁を取って、シ

ミュレーションすればある程度見

たりできると思うが、そういうよ

うなことをやっているのか。 

防風壁と防風植栽を合わせて、風

の環境評価をクリアしているとい

う状況で、今現在、防風壁が必要だ

というふうに理解してもらえれば

と思う。 

検証したのであるが、樹木だけで

はカバーしきれず、防護壁がやはり

必要だったということである。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

総括審

議事項

へ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

風
環
境 

５ 

評価書案の P７－１６３の（２）

防風壁及び防風植栽だが、防風壁

が実際どういう状況になっている

かを見ると、樹木のスケールとほ

とんど差がないように見える。こ

れはどういう防風壁なのか教えて

ほしい。 

隣の（１）の方を見ると防風壁が

長く設置されている。（２）の方で

は樹木のスケールと同じぐらい

だったので、これが本当に防風壁

の役割をしているか。あと、なぜこ

のようなスケールになっている

か。 

 

 

 

 

 

こちらは、ナチュラルな都心の森

を目指していることもあり、風環境

の実験をしている中では木で防げ

るといいなと思ったが、やはり木だ

けでは密集させてしまうことにな

り生育環境としてはよくないので、

そういう部分については、短い壁で

あっても風の影響がどれぐらい防

げるか、トライ・アンド・エラーし

てみた。 

結果、（１）の方では短い壁があっ

たり長い壁があったりするが、（２）

の方ではある程度長さがなくても

風を防げることが確認できたので、

今はこのような壁で考えている。ま

た、こちらはできるだけ人が歩ける

環境にもしたいので、あまり長い壁

で閉鎖したくないと思っていて、こ

のような対策を考えている。 

 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

これまで防風対策でこういった

組み合わせを見た事例は少なかっ

た。なので、現実的にこれはどれぐ

らい再現性があるのか。 

実際にこういうふうな形で設置

されるという前提で防風対策をし

ているのだと思うが、本当に現実

に近づいた案で実験などが必要だ

と思っている。 

例えば、本当に防風壁だとして、

それがどのような防風壁かという

のを、もっと具体的に検討する必

要があると思う。今の話からだと、

最後にこれが本当に実際に再現で

きているのか、建設後にこれと全

く同じようになるのかどうか、そ

こまでやるのかどうかが気になっ

た。 

 

 

できるだけこちらで実現すべく、

屋上緑化に関することになるが、基

礎や植栽の配置については検討し

ていきたいと思う。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 １ 

景観、緑地の構成の変化、これは

少なくとも開発計画の影響として

残しておくべきと思う。 

17,000㎡のどういった部分がな

くなるのか、それから面積は増え

るということであるが、緑地の立

地として、環境がどのような環境

に置き換わるのか。それはアセス

としては残しておくべき情報では

ないかと思うので、ぜひ検討して

ほしい。 

 

検討する。 3/26 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 

２ 

今回、崖線の環境の変化が読み

取れる図というのがちょっと見当

たらないと思う。 

Ｐ５－８の主要な坂道の高低差

を踏まえると、芋洗坂側で約 18.5

ｍ、鳥居坂側は南側に寄ってはい

るが 13ｍ以上の高低差があって、

Ｐ５－１９に歩行者ネットワーク

の断面図、東西貫通通路、南北貫通

通路の断面図があるが、これらの

高低差を踏まえたものになってい

るのか。 

これが図面として、そういった

崖線の改変を踏まえた図になって

いないのではないか。 

 

 

 

 

現状の崖線の位置がどこになる

かというのは、資料上示すことはで

きていないが、Ｐ５－１９を参考ま

でに見ると、こちらの地区は非常に

高低差があるということで、Ｐ５－

１９の一番上の図に、南北貫通通路

という赤点線があるが、芋洗坂通り

にちょっと入ったところに現状の

崖線がある。大体この赤点線の部分

が現状の崖線のある位置というこ

とになるかと思う。 

この地区の中に、崖線の部分が土

砂災害特別警戒区域、いわゆるレッ

ドゾーンに指定されていることも

あり、その崖地の解消というのも再

開発事業の中の一つの目的として

考えている。 

その崖を、実際には建物を建てる

際に壊して、安全なまちづくりをし

ていくという計画を考えている。 

東西貫通道路は、芋洗坂通り側で

高低差が出てくるが、この部分は、

エスカレーター、エレベーターで道

路に据えつけていくという計画を

している。 

4/23 

部会に

て回答 

 

３ 

Ｐ５－１９の一番下の図、南北

貫通通路のグレーの部分が地盤と

考えると、これは原地形ではない

だろう。 

原地形は、もっと芋洗坂側は比

較的なだらかに崖線が続いている

と思う。これには造成した建物の

高さは表現されているが、どの部

分が原地形の高さを位置している

のかが分からない。これはどう見

ればよいのか。 

例えば、南側に行ってＢ街区に

入ってくると、原地形の地盤の高

さと同じというふうに読んでいい

のか、いけないのかが分からない。 

断面を切る位置によっても結構

変わるのがこの地区の特性として

ある。 

例えば、現況の高さを調査してこ

ちらに示すような形をとるのはど

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

そこが分からないので、この地

形がどこまでが造成地で、建物で、

原地形の高さなのかが読み取れな

い。 

承知した。その表現について検討

する。 

 



20 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 

４ 

Ｂ街区の地盤はほぼ原地形と同

じということで、地表面は台地の

地表面が残るということでよい

か。 

その観点で言うと、Ｂ街区の緑地

１号の下の部分というか、駐車場と

して利用を想定している部分。 

なので、現状の地表は一度掘削を

した上で、駐車場を整備して、その

上に緑地を人工地盤上に整備して

いくという計画になっている。 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

５ 

Ｃ街区側は変わらないのか。 Ｃ街区は現況の地盤も残る。学校

施設を想定していて、建物下は一部

掘削する部分が出てくると思うが、

Ｃ街区のうちの南側の部分、半分ぐ

らいはグラウンドになる予定で、そ

れについては、現況の地盤が残ると

考えている。 

4/23 

部会に

て回答 

 

６ 

崖線の環境がどれだけ変わるの

かということは、防災、安全上の観

点でも、植物の生息環境としての

変化も重要な視点だと思うので、

それをきちんと書く必要があるの

ではないか。 

前回そういった形で、緑化の面

積を質的に分けてほしいとか、ど

ういった地盤がどう変わるのか分

かるようなデータも出してほしい

という話であったと思うが。 

Ｐ５－２２、２３の計画緑化面

積について、これは恐らく地上と

人工地盤上に分けて検討できてい

ると思うが、組み合わせて見るこ

とはできるか。 

数値上分けすることは可能かと

思う。 

また、これまでも何度か、屋上緑

化という表現に対して少し分かり

づらいといった話もいわれていた

と思うが、これについても新たな表

現方法を考えている。 

Ｐ５－２４の緑化計画図だが、こ

の中で屋上緑化を薄いグリーンで

ひとくくりにしているが、人が触れ

合えるというか、屋上緑化の地上レ

ベルというか、完全にタワーの上の

触れられない緑なのか、そうではな

い緑なのかということの凡例を使

い分けることも考えている。そのあ

たり、面積プラス、図面としてもそ

ういった区別を取りたいと思う。 

 

 

4/23 

部会に

て回答 

 



21 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 

７ 

Ｐ７－１８６に、「植栽の樹種は

生育環境に適したものであるとと

もに、周辺の街並みや街路樹と調

和したものを選定する」と書いて

あるが、今回かなり防風植栽が多

くて、これで緑化をする場合に、生

育環境に適したものというより

は、防風植栽として適したものに

なってしまうのではないかと思

う。 

在来種の選定ガイドラインとい

うのが東京都にあるが、これらを

踏まえたものを検討しているのか

どうか。それから、ここの環境が、

どれだけ質的に生物の生息環境と

して配慮されているのか。１号緑

地、２号緑地が面的に塗られては

いるが、どういった緑地になるの

かが質的に読み取れない。 

緑化の質に関して、先ほどの在

来種選定であるとか、環境として

の質への配慮は、どのように考え

ているのか。 

 

そのあたりも文言にしてほし

い。景観のところ、緑化計画のとこ

ろでもいいかと思う。そういった

ところに、生態系に対する配慮と

いうのがどんな考えなのか、質的

な観点を記載してほしい。 

防風林だらけなのかという点に

関しては、当然、風洞実験に基づい

て、そこには用いる。それについて

は、ガイドラインはもちろんだが、

タブ、シラカシなど基本的には在来

種のもので対応していく。 

それ以外は、当然対策はするの

で、日影の問題、土厚の問題、傾斜

の問題、そういったもろもろのレイ

ヤーを重ねて、適切な緑という表現

になる。周りの環境に合わせて、風

だけではなく全ての環境に併せて

選定をしていくというのが現状で

ある。 

また、生物多様性ガイドラインを

含めて、生物多様性の配慮には気を

遣っているので、生き物に対しては

立体的な緑や質の問題というとこ

ろは配慮して、緑化計画をしてい

く。 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

８ 

Ｐ５－２４の図で、人工地盤の

上と屋上というのは別なのか。一

緒になっているが、全て屋上緑化

という描き方だ。あと駐車場の上

も屋上緑化と描かれているという

理解でよいか。 

Ｂ街区のところは人工地盤上で

あり、高さも比較的原地形に近い

高さであれば、屋上緑化というよ

りは、人工地盤上の緑化と見たほ

うがいい。一般的に屋上緑化とい

うと建物の上にあるように読み取

られがちなので、人工地盤上と分

けてもいいかと思う。そのあたり、

質的には分けてもらえるというこ

とで。 

図は、原地盤か人工地盤かの分け

である。 

緑化化計画書上の屋上か地上か

で分けているので、人が触れる緑か

どうかの分けではない。屋上だと触

れないイメージがどうしてもつい

てしまうが、あくまでも緑化計画書

上の屋上、地上の分けである。 

4/23 

部会に

て回答 

 

  



22 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観
・
史
跡
・
文
化
財
（
共
通
） 

１ 

 国際文化会館と開発の区域との

隣接部分について、あまり具体的

なイメージが示されていない。そ

の建物の全体部分と保存される範

囲と、その開発部分に隣接した部

分について、どのような計画にな

るのか。 

それから眺望について、この建

物に対して、建物を見るといった

ような観点と、建物から見た眺め

という観点の二点の視点が必要だ

と思うが、今のところ出来上がっ

たビルに対する眺望みたいなとこ

ろの視点だけのようで、そのあた

り国際文化会館について気になっ

ている。 

 

 

国際文化会館と再開発側の関わ

りについては、開発に当って、まず

この眺望、景観、名勝を残していか

なければいけないということで、国

際文化会館の本館から庭園を眺め

たときの景勝を壊さないように国

際文化会館とも相談しながら、この

Ｅ街区の住宅棟の高さをどういう

ふうに抑えていくかという協議を

行った。 

国際文化会館の中で庭園委員会

というものをつくり、ここでいろい

ろ議論して、どういった高さにする

か、どうすれば影響が小さいか。風

とか、日影とか、その辺の影響も検

証して、これであればいいだろうと

いうことで、南側の高さを決めた。 

 それから、国際文化会館の西側に

階段みたいものが図に載っている

が、ここが南北の貫通通路の南側の

出口になり、環状３号線の高さから

駐車場や建物がある辺りへ階段を

行きながら上げていく。そこを緑化

しながら国際文化会館のところで

壁にならないように、緑化を段々に

しながら繋いでいくような形にし

ている。 

 最終的には、だいたい国際文化会

館とすりついてきて緑も配置され

て、国際文化会館が孤立した感じで

はなく、緑でつないでいくような形

で整備していきたい。都心の森とい

うことで、国際文化会館の緑と新し

く整備する緑がつながっていくよ

うな、そんなイメージで整備をして

いきたいと考えている。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

このあたりはちょっと理解して

いない方には、今の言葉の説明だ

けではなかなか厳しいところがあ

る。この図面だとやはり線が密に

なっているので、もう少し開いた

図面を今後、用意してほしい。 

 

 

評価書としてまとめるときに、計

画の概要の説明とか、その中でどう

いった入れ方があるか、相談しなが

ら、説明を加える形で考えたい。 

 

3/26 

部会に

て回答 

 



23 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

１  

 岩崎邸庭園のところでは、擁壁

の残し方について、その擁壁部分

あるいはマンションとの関わり

と、そのあたりを残すための工事

のことも説明してほしい。 

Ｐ５－２４の図面の濃い緑のと

ころが庭園部分で、その中に上段擁

壁がある。またこの緑の下側、Ｅ街

区という住宅棟が建つところに下

段擁壁がある。これが現状である。 

 この上段擁壁と下段擁壁の間に

敷地境界を設け、建物を建てていく

とことになる。庭園を守るという意

味では上段はなるべくいじらずに、

木をいじめずに、下段擁壁のほうは

しっかり補強をして、下に建物が建

てられるように、建物で押さえてい

くことを考えている。 

 この擁壁は、国際文化会館のとこ

ろだけではなく芋洗坂にも沿って

あり、ここはレッドゾーンに指定さ

れているが、それを再開発で一体的

に解消していこうというのが大き

な一つの目的になっている。 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

史
跡
・
文
化
財 

２ 

 埋蔵文化財について、港区とは

協議にもう既に入っていて、調査

済み地点はあるが、調査未済みの

地点、まだ建物が建っているため

にできていない範囲もあると書い

てあるが、改めて確認したい。 

 

それから、ここは江戸時代の遺

跡はおそらく出るであろう場所で

あり、もう一つ近代についても、結

構、重要な邸宅があったりして、そ

ういったところまで少し射程に置

いたような調査をしてほしい。 

埋蔵文化財調査については港区

の教育委員会と協議をして、2019年

から 2021 年にかけて、敷地の内の

約 7,000 ㎡の埋蔵文化財の調査を

行った。まだ、建物利用があって、

調査をすべきところでできていな

い場所もあり、残り約 1.3ｈａが対

象地で、そちらについては建物利用

が済んだ後に調査を適切に実施し

て、港区教育委員会にその結果を報

告することを考えている。 

 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 



24 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

２
（
続
き
） 

こちらは地下８階という非常に

深い掘削が行われるということ

で、江戸時代や近代、現代というよ

うなところは地図上、絵図上で何

があったかというのをかなり確認

できる部分があるので調査の予想

はしやすいが、もっと古い時代、例

えば旧石器時代があるのかないの

かとか、そういった辺りのことは、

この地下８階構造というところか

らも、港区と改めてその視点でも

協議してほしい。 

 これは周知されていなくても、

出てくれば対応する必要があるの

であるが、それをあらかじめ織り

込んでおくか、おかないかという

のは調査の段取り等にかなり影響

する。その辺りについての意見を

聞かせほしい。 

 

地下の掘削は、地下８階というこ

とで現在、計画をしている。ただ、

一方でこの地下の掘削量を今後の

実施設計の段階で、どれだけ減らし

ていくことができるかという検討

も並行して行っているので、地下８

階というのが、考え得る最大値とい

うことで理解してほしい。 

 その掘削に当たって、その掘削量

も含めて、港区教育委員会としっか

り共有をしながら、どういう調査方

法にするべきかというのは今後、相

談していければと思う。 

3/26 

部会に

て回答 

 

史
跡
・
文
化
財 

３ 

ここは起伏がある土地であるの

で、現状の高さというものと新規

の建物、地下掘削範囲はまだ未確

定部分があると言いながらも、今

の計画の図面を確認しても、その

辺りが見づらいなと思う。 

現状、用意はないが、評価書案を

まとめる中で、そういったものが確

認できるように、資料は検討したい

と思う。 

ちょっと複雑な地形にはなって

いるので、どう表現するかというの

も含めて今後、検討する。 

3/26 

部会に

て回答 

 

この西側の区域は特に静かな、

閑静な地域であると捉えられると

思うし、それに対して北側と東側

は非常ににぎやかなゾーンである

が、その賑やかな中にも町の住民

がいる地域ととても商業的な地域

の三方の顔があって、江戸時代の

まちの構造が非常にバックボーン

にあるかと思う。これを今回改変

するわけであるが、この構造を

保ってきたことによって保たれて

いた静かな空間というところを、

どう改めて、この地域構造を改変

することで保つことができるのか

聞かせてほしい。 

今までの土地の利用状況をしっ

かり考慮しながら、再開発後の計画

についても、外苑東通りと西側の芋

洗坂通りは路面に商業施設を整備

して、賑わいのある通りをそのまま

継承していくような、また、周辺が

非常に静かな環境である東側の鳥

居坂通りは、商業施設は顔を出さず

に、教会や学校、あるいは国際文化

会館という比較的静かな環境が好

まれる施設を配置していくという、

しっかりゾーニングを考えた上で

計画はしているつもりである。 

今後も計画を進めていく中で、そ

の辺はしっかり配慮しながら考え

ていきたいと思っている。 

 

 

  



25 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

４ 

自然地形と変更地盤の関わりに

ついての図が、前回言ったように

少し足りていないというイメージ

を持っていて、史跡・文化財という

意味でも、それが欲しいと思うの

で、追加の提示をしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

地形の話に関しては、これまで答

えていること、プラス、これも断面

図を示していて、Ｐ５－１４にある

が、これは将来形の地形になってい

るので、この中で原形を重ねてみ

て、どういう見え方をするかも含め

て確認は取りたいと思う。 

断面図を含めて現況の地形の改

変の度合いを知りたいということ

だと思うので、検討させてほしい。 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

５ 

前回、既に遺跡の調査に入って

いるとのことも聞いた。遺跡の調

査の中でも、自然地形の深さとか、

それから、例えば江戸時代のかさ

上げとか、そういった情報も既に

入ってきていると想定している

が、それも加えて反映してもらう

ことは、今後あり得るのか。 

 

 

 

 

 

 

史跡・文化財の調査状況に関して

は、前回の審議会で答えたとおり、

一部調査を実施しているのと、今後

の部分に関しては、教育委員会と

か、港区との協議の中で進めていく

ところになる。 

その結果を、評価書の中で掲載す

る方向で、数値をどの程度まで出せ

るかとか、どこまで調査が進んでい

るかという話もあると思うので、そ

のあたりについては、今後の協議状

況、調査状況を踏まえながら検討さ

せてほしい。 

 

4/23 

部会に

て回答 

 



26 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

 

５ 

遺跡の発掘などについては、結

果の反映、評価書案の計画と遺跡

の調査結果の取りまとめというの

が、うまく時間的な整合を取れな

い部分もあるかと思う。 

なので、無理して入れ込んでく

れということではなく、地形につ

いては、試掘を入れているとか、そ

ういうところでテストピットを開

けていればボーリングデータ以上

のものがおそらく得られていると

思う。なので、点で構わないから、

そのあたりのデータを入れ込んで

もらうと、これまでの質問にも答

え得るような地形のデータという

のは、そういったところからも補

足的に得られるのではないかと思

う。 

ここに柱状図１本でもいいの

で、得られたものを反映できるよ

うなことがあれば、自然地形がど

のレベルで、人工地盤はどのレベ

ルでというようなことが、もう少

し子細に分かるようなものが取れ

るかと考えている。 

起伏が非常に激しいので、ポイ

ントポイントで図を出している

が、少し追加的な情報が必要かと

捉えている。 

その上で、例えばだが、明治４２

年に陸軍参謀本部が取られた実測

１万みたいな図面、そういった平

面的なものにも谷地形などが描か

れたものがあるので、そういう古

い地形図などを取っても、ここは

どういう改変があったかみたいな

ことがもう少し正確に出せるので

はないか。 

それをさっき言ったポイントで

の遺跡の情報なども加えれば、も

う少し過去の起伏についてはつま

びらかになった上で、こちらをと

いうようなこともできるかと思う

ので、質問した。 

 

言われたとおり、タイミングにつ

いて、実際の試掘等の調査に関して

は、工事の直近や工事しながらに

なっていくと思うので、それを評価

書の中でというのはなかなか難し

いところが出てくると思っていた。 

加えて、ボーリングの調査とか、

既存の資料というのもあるかと思

うので、そのあたりを踏まえなが

ら、掲載できるもの、できないもの、

そのあたりも判断させてもらいな

がら、より分かりやすい図書になる

ように努めたいと思う。 

4/23 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

１ 

緑被率に関するもので、都市計

画としては緑被率何％というよう

な基準があると思うが、基準のと

おりにしっかりクリアしているの

か。 

P５－２２などには基準緑化面積

などを書いている。屋上緑化に対す

る基準の計算値があるので、それを

確保した上で当然、面積という意味

では守っている。 

一方、都心の森というところで

は、守っているだけではなく、ちゃ

んとした土の厚さが取れているか、

そういったところも含めて森を再

現していきたいと思っている。 

それは今後の課題かと思ってい

るが、基準という意味では、今の段

階では、全て守っているという認識

である。 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

 

 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

２ 

緑化率に関しては基準が満たさ

れているということであるが、こ

の丘を人工的につくるにあたって

既存の崖線の緑をおそらく全部崩

されると思うが、既存の緑の減少

の面積が把握できないというとこ

ろは、環境影響としてどうなのか

なと思う。 

その既存の緑の減少の量なり、

その立地が分かるような情報が掲

載される必要があると思う。 

 

既存の緑の面積、既存の緑自体は

高さ５ｍ以上で目通り直径 10cm 以

上の樹冠で計算をして約 17,000 ㎡

で、計画している緑の面積は 24,000

㎡なので、現況に比べて面積が増え

ると思っている。 

絵についてはこの評価書にはな

いので、こちらについては東京都と

調整させてほしい。 

3/26 

部会に

て回答 

 

 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

３ 
温室効果ガスについては、今回

は評価項目にも入っていないが、

関連区長からの意見にもあった。 

それに対しての見解書や評価書

案の中でもＺＥＢや太陽光の利

用、あとは環境計画書についての

記載もあるので、検討してもらっ

ていると思うが、これだけ大きな

開発になるので、温室効果ガスの

削減とか、あとはヒートアイラン

ド対策に対する取組を積極的に取

り入れた事業にしてもらえるよう

要望する。 

 

ヒートアイランド対策、省エネに

ついては評価書案の P５－２５に記

載している。こちらに大規模緑化、

省エネについても外皮開口部にＬ

ｏｗ―Ｅガラスを、エネルギーの面

的利用として地域冷暖房の導入に

よる高効率化と、その他様々な省エ

ネ対策を講じていく予定になって

いる。 

今は計画段階であるので、これら

実設計段階でさらに深掘りをして、

更なる省エネに努めたいと考えて

いる。 

3/26 

部会に

て回答 

 

検証した結果はどこかで公表し

てもらえれば都民の方々とか、今

後の設計についても役に立つ情報

になると思う。 

 承知した。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

４ 

樹冠の面積が現在 17,000 ㎡と

いうことであったが、樹冠の面積

だけではなくて、土地利用として

土壌、自然地盤が出ている面積が

どのぐらいあるかも重要だと思

う。その辺りのデータも出しても

らえるとよいと思う。 

自然の地盤がなくなって、人工

地盤になって、人工の森になると

いうことで、ヒートアイランドの

問題も出てくると思うので、対策

のほうもしっかりやってほしい。 

土地利用に関しては、蒸発散に影

響するとは思っている。今、具体的

に面積とかはデータとしてないの

で、どうやるか相談をさせてほし

い。 

趣旨として、建物は浸透しない、

自然地盤は浸透する。落葉樹、常緑

樹で蒸発散が変わるということは

認識している。それが事後の計画に

おいて、必ず緑化計画も含めて循環

に配慮にしたいということは、この

場の議事録に残させてもらおうと

思う。 

絵としてどうするかは、事前のも

のは写真しかない。面積で拾うのが

ちょっと厳しいかと思うが当然、理

解をした上でと思っている。 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

５ 

Ｐ５－１９の図だと、Ｂ街区側

にもせり立った屋上緑化の地盤が

見えているが、こういったものは

地下に全部商業施設が入って、そ

の上にどの程度の地盤が確保され

るような環境を検討しているの

か。 

常緑樹が防風植栽として植えら

れるのであるが、こういったとこ

ろの緑地の使われ方がどのような

イメージなのか教えてほしい。 

 

 

 

土厚の考え方であるが、屋上緑化

なので構造とリンクはする。防風林

があるところに関しては、生育が重

要になるので１ｍ程度は確保した

いと思っている。場合によっては、

築山のような形で、少し周りの土を

増やす形で生育に配慮していきた

いと思っている。 

また、土は今からの検討である。

構造とのバランスになるので、なる

べく普通土も使えるような状況を

つくりたいと思っていて、これにつ

いては検討になる。さらに高木の８

ｍクラスになると、1.5ｍぐらいの

土厚が用意できるように、今実施設

計を開始している状況である。 

Ｐ５－２４で説明すると、Ａ－１

街区の下側の当たりで防風林が多

かったと思うが、この辺りのところ

は逆に森をイメージしたいと思っ

ていて、適切な位置から 1.5ｍの土

厚を確保したい。使い方に関して

も、イベントをやるというよりは高

木、森の中で五感を刺激するよう

な、そういった空間をつくっていき

たいと思っている。 

3/26 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

６ 

ＣＯ２排出量について定量的に

把握しているのか。 

把握している場合、その数値はい

くつか。 

住居部分のＣＯ２排出量について

どのように考えているか。 

計画全体のＣＯ２排出量について

は、東京都環境局の省エネカルテの

平均値等々から想定している。 

それによると街区全体で年間約

59,000ｔの排出、このうち約 6,800

ｔを住宅からの排出と想定してい

る。 

 

4/23 

部会に

て回答 

 

この数字はどこかで公表してい

るか。 

公表している値ではない。 

都市計画審議会で出た数字は事

業者から出て数字ではないという

ことか。 

都市計画審議会の前に都市整備

局からその質問があり、当方から事

前に数字を伝えている。 

都市整備局から情報提供された

ものだと考える。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
水
循
環
） 

１ 

この崖線を巻き込んで人工地盤

をつくって、かなりの高さになる

ということで、崖線自体にもかな

り構造物が入って、恐らくＡ、Ｂの

地下の空間なども考えるとほぼほ

ぼ現地形としての崖線が改変され

ると思う。 

その際に、こういう港区の崖線

は湧き水が出てくると思うので、

そういう湧水に対して、どのよう

な検討をしているのか。これは環

境影響の評価項目ではないが、お

そらくエネルギー関連であると

か、あるいは防災関連においても

重要な視点かと思うがどうか。 

湧水関連に関しては、水、ランド

スケープだけでみていくと当然、湧

水は出るだろうと、地形的にも出る

だろうと考えている。どのように設

計していくのかについては今後の

議論になると思う。 

地下を深く掘る場合、地下の水脈

に建築物が当たる、あるいは工事中

の仮設の山留材が当たって湧水の

水脈のルートが変わるという現象

は実際にある。 

ただし、今現在、それを調査する

のは非常に難しい話で、実際は工事

をする段階において、施工者と協

議、相談して、調査を事前に行う、

あるいは工事中に地下の工事に入

るので、そのときに地下の水脈、地

下の水の流れを確認して、建築計画

に与える水脈のルートがどうなる

かということを調査、検討しながら

工事を進めていくことになる。 

近隣の皆様に対して地下水脈の

影響で、例えば地盤沈下等が予想さ

れるのであるが、そのようなことが

ないように施工者と協議をしなが

ら進めていくというのが、こういっ

た大規模再開発の進め方になると

思う。 

 

 

3/26 

部会に

て回答 

 

 

  



31 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
水
循
環
） 

２ 

湧水に関しては、やはり崖線の

突端を人工地盤に置き換える以上

は、環境のシステムをきちんと残

すことには最大限考慮してほしい

と思う。 

湧水が出てくるような場所であ

るということは、涵養域が上に

あってそこの突端であって、水が

ある程度掘れば出てくるような環

境なので、そういった環境に人工

地盤を乗せるにしても、ランドス

ケープの中に取り入れていくよう

な努力をしてほしい。一番下流側

でもいいと思うので、例えばその

環境を用水として活用するとか、

循環させるとか、そういうような

ことも含めて、景観の創出に活用

したり、ヒートアイランド対策に

活用したりというようなことを検

討したらよいかと思う。そのあた

りも、ぜひ検討してほしい。 

 もし、湧水の地点が分かってい

るのであったら、そういう情報も

きちんと残してほしいと思う。ど

ういう湧水、地下水だったのか、

ボーリングの調査もあると思う

が、そういったものもたどれるよ

うにしてほしいと思う。 

ボーリング調査は評価書なの

か、もしくは事後調査報告書、もち

ろん、調査の段階でも結構かと思

う。いずれにしても、今後の図書の

中にしっかりと落とし込んでほし

い。 

検討する。 3/26 

部会に

て回答 

 

３ 

湧水の点でいうと、現地に視察

に行ったときは直接湧水を確認す

ることはなかったが、その斜面が

レッドゾーンということで防災と

いう観点でも地下水とか、湧水も

非常に重要だと思うので、計画を

進める段階できちんと確認してほ

しい。 

湧水、地下水脈の件であるが、横

田委員からもボーリングデータ等

で事前にできるだけ調査するよう

にという話があった。ボーリング

データは一部実施をしていて、今後

もボーリングを実施する予定であ

る。地盤調査の中で水位の位置も確

認をしながら今回の計画に生かせ

るかどうか、あるいは工事中に迷惑

がかからないように処理ができる

かどうかも含めて検討を進めたい

と思う。 

 

3/26 

部会に

て回答 
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「六本木五丁目西地区市街地再開発事業」に係る環境影響評価書案について

（案） 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、令和５年９月 28日に「六本木五丁目西地区市街地再開発事業」環境

影響評価書案（以下「評価書案」という。）について諮問されて以降、部会における

質疑及び審議を重ね、都民及び事業段階関係区長の意見等を勘案して、その内容に

ついて検討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評

価技術指針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいも

のとなるよう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【大気汚染】 

１ 大気汚染の予測では、工事の施行中及び完了後の予測時期におけるそれぞれの

発生源ごとに予測が行われ、評価の指標を満足するとしているが、各予測時期に

は複数の発生源が同時に存在し大気質への影響を与えることから、それぞれの発

生源による寄与を重合した予測も行い評価するとともに、必要に応じて更なる環

境保全のための措置を検討すること。 

 

２ 駐車場の供用に伴う大気汚染の予測では、A-1街区駐車場排出ガスの最大濃度

は評価の指標とした環境基準を下回るとしているが、その出現地点付近には福祉

施設が存在していることから、事後調査において事業の実施に伴う影響を調査

し、必要に応じて更なる環境保全のための措置を検討すること。 

 

資料１-２ 
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３ 計画される熱源施設について、排出される窒素酸化物量は相当程度多いことか

ら、熱源施設排出ガスの排出条件と排気口頭頂部の気象条件や近接する建物の状

況等を検討し、高濃度汚染の発生が予想される場合には短期平均値についても予

測を行い、その年間出現頻度を考慮した上で評価すること。 

 

【騒音・振動】 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音は、評価の指標とした勧告基準値と同値又は

わずかに下回る値であり、また、計画地周辺には教育施設や福祉施設等が近接して

いることから、環境保全のための措置を徹底するとともに、必要に応じて更なる措

置を検討すること。 

 

【風環境】 

１  本事業の計画地は、交通結節点である六本木駅に隣接して、不特定多数の人の

利用が見込まれるが、風環境の予測結果では、敷地境界付近において、現況から

の変化が一定程度生じる地点が多くみられることから、環境保全のための措置を

徹底するとともに、事後調査において調査地点を適切に選定した上で、その効果

の確認を行い、必要に応じて更なる対策を講じること。 

 

２  環境保全のための措置として、人工地盤上等へ防風植栽を施すとしているが、

防風植栽に与える日陰等の影響が懸念されることから、防風効果を備え、生育環

境に適した樹木の選定等を行うとともに、継続的に防風効果が発揮できるよう、

適切な維持管理を行うこと。 
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付 表  

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 令和 ５年 ９ 月 28 日 ・評価書案について諮問 

審議会 令和 ６年 ２ 月 29 日 ・現地視察 

部 会 令和 ６年 ３ 月 26 日 ・質疑及び審議 

公聴会 令和 ６年 ４ 月 17 日 ・都民の意見を聴く会 

部 会 令和 ６年 ４ 月 23 日 ・質疑及び審議 

部 会 令和 ６年 ５ 月 14 日 ・総括審議 

審議会 令和 ６年 ５ 月 20 日 ・答申 
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「多摩都市モノレール（上北台～箱根ケ崎）建設事業」環境影響評価書案に対する都

民の意見書及び事業段階関係市町長の意見 

 

１ 意見書等の件数 

都民からの意見書            ０ 件 

事業段階関係市町長からの意見      ２ 件 

      合   計             ２ 件 

 

２ 関係市町長からの意見 

【武蔵村山市長】 

（１）騒音・振動 

 工事を実施するに当たり、騒音及び振動が発生する要因として、建築物の解体及

び建設機械の稼働や工事用車両の走行に伴う騒音及び振動の発生が考えられること

から、工事の施行に当たり、低騒音型の建築機械の使用や工事用車両のアイドリン

グストップの励行等の徹底に努め、当該現場周辺環境の悪化をさせないように努め

ていただきたい。 

また、事業期間が長期にわたることから、昼間・夜間ともに周辺住民には十分な

配慮をしていただきたい。 

 

（２）土壌汚染 

 現地調査の結果、汚染のおそれがあると認められた場合には、環境確保条例第  

１１７条の届出を遅滞なく提出し、適切な措置をしていただきたい。 

 

（３）日影 

 高架構造物（駅部、軌道部）の建設により周辺住民の生活環境が損なわれること

がないよう十分な配慮に努めていただきたい。 

 

資料２ 
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（４）電波障害 

工事の実施に伴う電波障害を可能な限り回避または低減するよう努めていただき

たい。 

 

（５）廃棄物 

 工事を実施するにあたり、建設発生土及び建設廃棄物が発生することが考えられ

るが、できるだけ、建設廃棄物の再利用及び再資源化を推進し、廃棄物等の減量に

努めていただきたい。 

 また、再利用及び再資源化できない廃棄物等については、関係法令等の規定に基

づき、適正に処理していただきたい。 

 

【瑞穂町長】 

１ 全体的な意見 

（１）地域住民への説明等 

事業の実施に当たっては、各種手続きや施工中及び完了後等様々な段階において、

地域住民に積極的な情報提供と分かりやすい周知をしていただきたい。 

 

（２）町民の意見・要望等 

   環境影響評価書案の内容に対する町民の意見・要望等を反映するだけでなく、工

事期間中に寄せられた周辺住民からの意見・要望も真摯に受け止め、環境保全上必

要な措置を講じていただきたい。 

 

（３）交通安全の確保 

   一般車両の通行に影響を与えないよう、走行ルート等の設定などについて関係機

関と十分協議し、交通渋滞の防止や地域住民への交通安全の確保に努めていただき

たい。 

 

（４）公害等防止に向けた法令等規制値への対応 

   法令等による公害防止の規制基準を遵守していただきたい。また、事業において
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使用する重機等は、窒素酸化物や浮遊粒子状物質、騒音・振動等の低減が見込まれ

る最新技術の設備・機器等を使用するとともに、最新工法を積極的に採用し、公害

防止対策に万全を期していただきたい。 

   

２ 評価項目に関する意見 

（１）騒音・振動 

   工事施工中の建設機械の稼働及び工事車両の走行に伴って発生する騒音・振動に

ついて近隣への影響を極力小さくするよう努めていただきたい。 

 

（２）電波障害 

   工事の実施に伴う電波障害を可能な限り回避または低減するための措置について、

工事の施行中及び工事の完了後にわたって検討を行うとともに、電波障害が生じた

場合は環境影響評価書案に記載されている措置を確実に実施していただきたい。 

 

（３）日影 

   高架構造物（駅部、軌道部）の存在が日影に影響を及ぼすことにより周辺住民の

生活環境を損なうことのないよう十分な配慮をしていただきたい。規制基準を超え

る日影が発生する区間については環境影響評価書案に記載されているとおり、関係

者と十分な協議を行っていただきたい。 


